
浦添地区社交飲食業組合 

令和 2 年 5 月号 通信 

 

 

・浦添市屋富祖 4 丁目 5 番 6 号   ・TEL：878-4636 ・FAX：894-2627                       

・業務 ： 平日 10 時～18 時（土・日・祭日は休業） 

組合通信：123 号 
令和 2 年 4 月 24 日作成 

加盟店舗 346 件 

◆県の休業支援金・協力金について！ 

 

・県が休業要請や時短営業を求めた事業主へ  

 の協力金 20 万・支援金 10 万の手続きは、

現時点ではまだ決まっていません。 

組合としては、出来る限り、取りまとめて手続

きする予定です。 

 今後の組合通信で確認下さい。 

◆著作権使用料減免について！ 

 

・休業に伴う減免手続きは、コロナ

が落ち着いて、事後届け出をお勧

めします。 

 日割り計算での対応も可能です。 

 減免手続きも組合が窓口となり進

める予定です。 

◆定期総会・カラオケ大会 

 

・今年の定期総会は、理事会の承認をもって

終了とさせて頂きます。ご了承下さい。 

 

・今年は、全国大会開催・カラオケ大会も中止

が決定しております。 

恒例の浦添・沖縄県のカラオケ大会も中止と

なります。残念ですが、来年の開催協力を宜

しくお願いします。 

◆5 月分組合費免除について！ 

 

・組合員の皆様、コロナ自粛でお店

の運営は基より、生活自体も大変

かとお見舞い申し上げます。 

 そこで、5 月の組合費は免除と、

させて頂きます。 

◆保健所の窓口対応について！ 

 

・営業許可継続申請について 

今年切り替えの方は、12 月まで延長されるこ

とが決定しました。なお、更新の際の有効期

間は従前の許可期限の翌日から起算します。 

 

・タバコ喫煙可能店届け出について！ 

 組合事務所で受け受け出来ます。 

営業許可証コピーと印鑑をご持参ください。 

◆コロナ衛経融資について！ 

・コロナで先が見えない状況は不安

です。備えとして借入をお勧めしま

す。 

 公庫の借入は、組合で受付中！ 

銀行借入も紹介しています。 

まずは電話相談からお願いします 

◆コロナ空き巣に注意！ 

・コロナ休業を狙った空き巣が多発

しています。被害に合わないように

休業店舗の確認も忘れずに！ 




